
 

 

 

【平成28年12月20日公布 平成28年三浦市条例第21号】 

  

   三浦市 公共 下水道 事業 にお ける民 間資金 等活用 検討 審議 会 条例  

 （設 置）  

第１条  三浦 市公 共下水 道事 業の 一部に ついて 、民間 資金 等の活 用に よる 公

共施設 等の整 備等 の促進 に関 する 法律（ 平成 11年法律 第 117号。以 下「法」

という 。） に 基づ き民間 事業 者に 対し 公 共施設 等 運営 権を 設定 す るこ と等

（以下 「対象 事業 」とい う。 ）に 関し、 調査及 び審議 を行 うため 、三 浦市

公共下 水道事 業に おける 民間 資金 等活用 検討 審 議 会 （ 以下 「 審議 会」 とい

う。） を設置 す る 。  

 （所 掌事項 ）  

第２条  審議 会は 、対象 事業 に係 る市長 の諮問 に応じ 、次 に掲げ る事 項に つ

いて調 査及び 審議 を行う ほか 、市 長に意 見を述 べるこ とが できる 。  

 （１ ）  法 第 18条第１ 項に 規定 する実 施方針 を定め るこ と。  

 （２ ）  法 第７ 条の規 定に 基づ き特定 事業を 選定す るこ と。  

 （３ ）  法 第８ 条第１ 項の 規定 に基づ き 民間 事業者 を選 定する こと 。  

 （４ ）  前 各号 に掲げ るも のの ほか、 市長が 必要と 認め る事項  

 （組 織）  

第３条  審議 会は 、委員 ５人 以内 をもっ て組織 する。  

 （委 員）  

第４条  委員 は、 学識経 験の ある 者及び 市の職 員から 市長 が委嘱 又は 任命 す

る。  

２  委 員の任 期は 、 委嘱 又は 任命 の日か ら 第２ 条に規 定す る所掌 事項 に係 る

調査及 び 審議 が終 了する まで の期 間 とす る。  

３  委 員は、 職務 上知る こと がで きた秘 密を漏 らして はな らない 。そ の職 を

退いた 後も同 様と する。  

４  委 員は、 公平 性及び 客観 性に 留意し て調査 及び審 議を 行うも のと する 。  

５  対 象事業 に利 害関係 を有 する 者 は、 委員と なるこ とが できな い。  

 （会 長及び 副会 長 ）  

第５条  審議 会に 、会長 及び 副会 長 各１ 人を置 く。  

２  会 長 は学 識経 験のあ る 者 につ き委嘱 された 委員の うち から委 員の 選挙 に

より選 出し、 副会 長は会 長 が 指名 する。  

３  会 長は、 会務 を総理 し、 審議 会 を代 表する 。  
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４  副 会長は 、会 長を補 佐し 、会 長 に事 故 が あ るとき 、又 は会長 が欠 けた と

きは、 その職 務を 行う 。  

 （議 事）  

第６条  審議 会の 会議は 、会 長 が 招集し 、その 議長と なる 。  

２  審 議会 は 、委 員の半 数以 上が 出席し なけれ ば、会 議を 開くこ とが でき な

い。  

３  審 議会の 議事 は、出 席委 員の 過半数 で決し 、可否 同数 のとき は、 議長 の

決する ところ によ る。  

 （意 見の聴 取）  

第７条  審議 会 は 、 調査 及び 審議 を行う に当た り、 特 に必 要があ ると 認め る

ときは 、関係 者の 出席を 求め 、そ の意見 又は説 明を聴 くこ とがで きる 。  

 （報 酬等）  

第８条  委員 の報 酬及び 費用 弁償 につい ては、 三浦市 非常 勤職員 の報 酬及 び

費用弁 償に関 する 条例（ 昭和 32年 三浦市 条例第 14号） の定 めると ころ によ

る。  

 （委 任）  

第９条  この 条例 に定め るも のの ほか、 審議会 の組織 及び 運営に 関し 必要 な

事項は 、規則 で定 める。  

   附  則  

 （施 行期日 ）  

１  こ の条例 は、 公布の 日か ら施 行する 。  

 （ 招 集 の特 例）  

２  こ の条例 によ り最初 に招 集さ れる 審 議会 の 会議は 、第 ６条第 １項 の規 定

にかか わらず 、 市 長が招 集す る。  


